
 
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
准
看
護

師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
六
日 

広
島
県
知
事 

 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

試
験
の
日
時 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
日
（
火
） 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

二 

試
験
の
場
所 

 
 

広
島
市
安
佐
南
区
安
東
六
丁
目
一
三
番
一
号 

 
 

学
校
法
人
安
田
学
園 

安
田
女
子
大
学 

三 

試
験
の
方
法 

 
 

筆
記
試
験 

四 

試
験
科
目 

 
 

人
体
の
仕
組
み
と
働
き
、
栄
養
、
薬
理
、
疾
病
の
成
り
立
ち
、
保
健
医
療
福
祉
の
仕
組
み
、
看
護
と
法

律
、
基
礎
看
護
、
成
人
看
護
、
老
年
看
護
、
母
子
看
護
及
び
精
神
看
護 

五 

受
験
資
格 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 

１ 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て
二
年
の
看
護
に
関
す
る
学
科
を
修
め
た
者
（
令
和
八
年

三
月
二
十
六
日
ま
で
に
修
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
） 

 

２ 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
准
看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
に

卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
） 

３ 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
に
お
い
て
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な

学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
） 

 

４ 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
学
校
に
お
い
て
三
年
以
上
看
護
師
に
な
る
の
に
必
要
な
学
科
を
修
め
た

者
（
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
に
修
業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
） 

 

５ 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
看
護
師
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
ま
で
に
卒

業
す
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
） 

６ 

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る

免
許
を
受
け
た
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
記
３
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び

技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
も
の 

７ 

外
国
の
看
護
師
学
校
若
し
く
は
養
成
所
を
卒
業
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
看
護
師
免
許
に
相
当
す
る

免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
前
記
６
に
該
当
し
な
い
者
で
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、

都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の 

六 

受
験
の
手
続 

 

１ 

願
書
の
配
布
期
間 

 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
六
日
（
木
）
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
（
水
）
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日



を
除
く
（
郵
送
で
の
請
求
の
場
合
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り

受
け
付
け
る
。
）
。 

 
 
 

配
布
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
二
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。 

２ 

願
書
の
提
出
期
間
及
び
受
付
時
間 

 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
一
日
（
月
）
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
五
日
（
金
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
令
和

七
年
十
二
月
五
日
ま
で
の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。
）
。 

 
 
 

受
付
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
二
時
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す

る
。 

 

３ 

願
書
の
配
布
及
び
提
出
先 

 
 
 

広
島
県
健
康
福
祉
局
医
療
介
護
基
盤
課
（
〒
七
三
〇―

八
五
一
一 

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二

号
） 

 

４ 

提
出
書
類 

 
 

㈠ 

受
験
願
書 

 
 
 
 

指
定
の
用
紙
を
使
用
し
、
必
要
事
項
を
全
て
記
入
す
る
こ
と
。 

 
 

㈡ 

受
験
資
格
を
証
明
で
き
る
次
の
書
類 

 
 
 
 

前
記
五
１
か
ら
５
ま
で
に
該
当
す
る
者
は
、
学
校
長
又
は
養
成
所
長
が
作
成
し
た
証
明
書
を
提
出

す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

前
記
五
６
及
び
７
に
該
当
す
る
者
は
、
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類
の
原
本
を
提
示
し
、
そ
の
写
し

を
提
出
す
る
こ
と
。 

な
お
、
卒
業
見
込
み
又
は
修
業
見
込
み
の
証
明
書
を
提
出
し
た
者
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日

（
木
）
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
午
後
五
時
必
着
）
に
改
め
て

卒
業
証
明
書
又
は
修
業
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。 

 
 

㈢ 

写
真
票
（
出
願
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
・
脱
帽
・
上
半
身
像
の
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
学
校
長
又
は
養
成
所
長
が
受
験
者
本
人
と
照
合
し
た
も
の
を
写

真
票
の
定
め
ら
れ
た
位
置
に
貼
る
こ
と
。
） 

七 

受
験
手
数
料 

 
 

六
千
九
百
円 

 
 

こ
の
手
数
料
は
、
専
用
の
納
付
書
に
よ
り
納
め
、
払
込
証
明
書
を
受
験
願
書
の
裏
面
に
貼
る
こ
と
。 

 
 

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。 

八 

受
験
票
の
交
付 

 
 

試
験
日
の
一
か
月
前
か
ら
二
週
間
以
内
に
交
付
す
る
。 

九 

合
格
発
表 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
二
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
八
年
三
月
二
十
五
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
、
合

格
者
の
受
験
番
号
を
広
島
県
庁
舎
前
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。 

十 

合
格
証
書
の
交
付 

 
 

試
験
の
合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。 



た
だ
し
、
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十

六
日
午
後
五
時
必
着
）
に
卒
業
証
明
書
又
は
修
業
証
明
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
当
該
受
験
は
無
効
と
し
、

合
格
証
書
は
交
付
し
な
い
。 

十
一 

そ
の
他 

 

１ 

受
験
者
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
内
の
看
護
師
等
学
校
養
成
所
を
卒
業
又
は
修
業
し
た
者
（
見
込
み
の

者
を
含
む
。
）
及
び
広
島
県
内
に
就
業
地
（
就
業
予
定
を
含
む
。
）
、
就
学
地
又
は
住
所
（
現
住
所
）

を
有
す
る
者
と
す
る
。 

２ 

当
該
試
験
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
つ
い

て
、
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
を
無
効
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

な
お
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
期
間
を
定
め
て
試
験
を
受
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
。 

３ 

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
広
島
県
健
康
福
祉
局
医
療
介
護
基
盤
課
（
電
話
（
〇
八
二
）―

五
一
三―

三
〇
五
七
（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）
）
に
行
う
こ
と
。 


